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指定障害福祉サービス事業者等

に対する指導監査について

青森市福祉部指導監査課

令和４年３月１８日

令和３年度指定障害福祉サービス事業者等集団指導
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１ 指導監査について ① 指導と監査

指 導

監 査

障害者総合支援法第10条、児童福祉法第57条の３の２

障害者総合支援法第48条、第51条の27
児童福祉法第21条の5の22、第24条の34

・指定基準に定めるサービス等の取扱い、給付費の請求等について周知徹底を図るこ
とを目的とする。
・その手法として、事業所において行う実地指導と講習等により行う集団指導がある。
・実地指導は概ね３年に１度の頻度で実施する。但し、運営等に重大な問題があると
認められる場合は、毎年実施する等して、指導の重点化を図る。

・事業者のサービス等の内容等について、行政上の措置（次頁参照）に該当する内容である
と認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合
・給付費の請求について、不正若しくは著しい不当が疑われる場合

・指定基準違反等（下記参照）が疑われる場合に、事実関係を的確に把握し、公正か
つ適切な措置をとることを目的とする。

指定基準違反等が疑われる場合とは
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１ 指導監査について ② 行政上の措置

指定取消

効力停止

改善命令

改善勧告

文書指導

口頭指導・助言

行
政
処
分

行
政
指
導

重

軽

・指定基準等に違反している場合（特に悪質な場合）。
・サービスが提供できなくなり、欠格事項（5年間指
定・更新ができない）の対象となることがある。

・指定基準等に違反している場合（悪質な場合）。
・一定期間サービスが提供できなくなる。報酬の全部、
または一部を減額する場合もある。

・正当な理由なく、改善勧告に従わない場合。

・指定基準等に違反している場合。

・指定基準等に違反している場合（利用者処遇に影響
がない等の場合）。

・指定基準等への対応が不十分な場合など。

行政上の措置
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１ 指導監査について ③ 遵守すべき法令等

○指定基準（個々の名称についてはP30参照）

○報酬告示（個々の名称についてはP30参照）

・指定事業を実施するために必要な「人員」「設備」「運営」等に係る基準を定めた
もの。
・違反した場合は、行政処分・指導の対象となったり、報酬が減額される場合がある。

・指定事業を実施した際に請求できる給付費の額を定めたもの。
・本告示に定められた要件を満たさずに請求した場合、返還対象となる。
・留意事項通知やQ&Aも参照すること。

○その他通知等（一部を例示）

・会計の区分（全事業）：介護保険の給付対象事業における会計の区分について（平成13年3
月28日老振発第18号）
・非常災害（日中活動系、居住系事業）：障害者支援施設等における利用者の安全確保及び非
常災害時の体制整備の強化・徹底について（平成28年9月9日障障発0909第1号）
・就労系事業全般：就労移行支援事業、就労継続支援（A型、B型）における留意事項について
（平成19年4月2日障障発第0402001号）
・就労会計（生産活動を行う事業）：就労支援等の事業に関する会計処理の取り扱いについて
（平成18年10月2日厚生労働省社会・援護局長通知）
・虐待防止（全事業）：障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き（令和2
年10月厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活支援推進室）



対象事業所

実施率 指摘率 返還率

訪問系サービス事業所 191 50 26.2 24 48.0 6 25.0

日中活動系サービス事業所 142 57 40.1 16 28.1 9 56.3

居住系サービス事業所 47 15 31.9 2 13.3 1 50.0

相談支援事業所 90 51 56.7 22 43.1 4 18.2

障害児通所支援事業所 77 14 18.2 1 7.1 0 0.0

計 547 187 34.2 65 34.8 20 30.8

報酬返還あり文書指導あり実施事業所
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２ 令和３年度実地指導結果 ① 実施事業所数等

※令和4年1月実施分まで、以下同じ

全事業所の約1/3に
実地指導を実施

実施事業所の約1/3に文書による
改善報告を求めている

改善報告を求めた事業所の
約1/3で報酬返還が生じている

比較的指摘事項が多い 返還は日中活動系、居住系が多い
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２ 令和３年度実地指導結果 ② 指摘率の推移

6年前から
54.3ポイント減少

3年前から
25.2ポイント減少

（％）



122

49

11
3 1 0 1

0

20

40

60

80

100

120

140

0 1 2 3 4 5 6

7

２ 令和３年度実地指導結果 ③ 指摘件数別事業所数

（事業所数）

（件）

全体の約2/3が指摘件数「0件」

最も多い指摘件数は「6件」
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会計の区分

契約支給量の報告等

個別支援計画の作成

給付費の算定

給付費等の額に係る通知等

業務管理体制の届出

従業者の員数

賃金・工賃の支払い

非常災害対策

変更の届出
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３ 主な指摘事項 ① 指摘事項別件数

報酬返還につながる
可能性あり

（件）
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３ 主な指摘事項 ② 会計の区分

× 事業の会計が他事業の会計と区分されていない。

△ 事業の会計について、収入は他の事業の会計と区分して

いるが、支出は区分されていない。

○ 会計の処理に当たっては、他事業の会計と区分し、事業

ごとに収支を明らかにすること。

現状及び問題点

是正改善・指摘事項

・訪問系サービス事業所（居宅介護、重度訪問介護など）、
日中活動系サービスや障害児通所支援の多機能型事業所
（生活介護、就労継続支援など）、障害者支援施設（施設
入所支援、生活介護など）、相談支援事業所（地域移行支
援、計画相談支援など）について、それぞれの指定サービ
スごとに会計（収支とも）を区分する必要があります。
・会計の区分については、別資料（資料４）において、別
途説明します。

対
象
事
業

・療養介護、医療型児童発達
支援以外の事業

法
的
根
拠

・指定サービス条例第43条

・指定施設条例第67条

・指定一般相談省令第37条

・指定計画相談省令第29条

・指定障害児相談省令第29条

・指定通所支援条例第55条

・介護保険の給付対象事業に

おける会計の区分について

（平成13年3月28日老振発第18

号）

※法的根拠の略称はP30参照
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３ 主な指摘事項 ③ 契約支給量（契約内容）の報告等

× サービス利用に係る契約の際（変更・終了含む）、受給

者証記載事項を支給決定市町村に対し報告していない。

○ サービス利用に係る契約（変更・終了含む）をしたとき

は、受給者証記載事項その他の必要な事項を、遅滞なく支

給決定市町村へ報告すること。

現状及び問題点

是正改善・指摘事項

・具体的には、契約内容報告書（様式有）に受給者証に記
載した契約支給量等を転記し、支給決定市町村へ提出しま
す。
・介護保険サービスにはない制度ですので混同せず、特に
訪問系サービス事業所は漏れのないように注意してくださ
い。

対
象
事
業

・短期入所以外の事業

法
的
根
拠

・指定サービス条例第12条、

第55条、第199条

・指定施設条例第19条

・指定一般相談省令第6条

・指定計画相談省令第6条

・指定障害児相談省令第6条

・指定通所支援条例第15条
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３ 主な指摘事項 ④ 個別支援計画の作成（１）

× 個別支援計画を作成せずにサービス提供を行っている期

間がある。

○ サービス管理責任者（サービス提供責任者、児童発達支

援管理責任者）は、利用者及びその家族の生活に対する意

向、総合的な支援の方針等を記載した個別支援計画を作成

し、事業者は、当該計画に基づき、利用者に対してサービ

スを提供すること。

現状及び問題点

是正改善・指摘事項

・指定サービスは、個別支援計画に基づいて行います。
・作成していない場合は、減算（日中活動系、居住系、障害
児通所）又は報酬返還（訪問系）となる場合があります。

対
象
事
業

・訪問系サービス
・日中活動系サービス（短期
入所除く）
・居住系サービス
・障害児通所支援

法
的
根
拠

・指定サービス条例第28条、

第61条、第122条

・指定施設条例第34条

・指定通所支援条例第29条

・報酬告示
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３ 主な指摘事項 ④ 個別支援計画の作成（２）

× 個別支援計画の作成に当たり、アセスメントを行ってい

ない。

× 個別支援計画の作成に係る会議（当該事業所において当

該利用者に対してサービスの提供に当たる担当者等を招集

して行う会議）が開催されていない。

○ サービス管理責任者は、利用者の状況を把握・分析し、

サービスの提供によって解決すべき問題状況を明らかにし

たうえで（アセスメント）、これに基づき計画を作成する

こと。

○ サービス管理責任者は、個別支援計画の作成に係る会議

を開催し、個別支援計画原案の内容について意見を求める

こと。

現状及び問題点

是正改善・指摘事項

・指定基準に規定されている手続は、適切に行いましょう。

対
象
事
業

・日中活動系サービス（短期
入所除く）
・居住系サービス
・障害児通所支援

法
的
根
拠

・指定サービス条例第第61条、

第122条

・指定施設条例第34条

・指定通所支援条例第29条

・報酬告示
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３ 主な指摘事項 ④ 個別支援計画の作成（３）

× 個別支援計画の実施状況の把握（モニタリング）が行わ

れていないため、当該計画の見直しが６か月に一回以上の

頻度で行われていない。

○ サービス管理責任者は、個別支援計画の作成後、モニタ

リングを行うとともに、少なくとも６か月に一回以上、個

別支援計画の見直しを行い、必要に応じて個別支援計画の

変更を行うこと。

現状及び問題点

是正改善・指摘事項

・事業によっては、３か月ごとにモニタリングの実施が必
要な場合があります。
・利用者への面接や記録の作成が必須です。
・モニタリングを定められた頻度で行っていない場合は、
計画未作成と同様と見なされます（減算適用対象）。

対
象
事
業

・日中活動系サービス（短期
入所除く）
・居住系サービス
・障害児通所支援

法
的
根
拠

・指定サービス条例第第61条、

第122条

・指定施設条例第34条

・指定通所支援条例第29条

・報酬告示



14

３ 主な指摘事項 ⑤ 給付費の算定（１）

× 就労継続支援Ａ型サービス費（Ⅰ）を算定しているが、

当該サービス費の区分の決定に必要な評価点の算出に当た

り、「多様な働き方」の一部の項目について就業規程等に

定めていないにも関わらず、定めているとして算出してい

る。

○ 当該評価点に係る評価項目のうち「多様な働き方」の評

価に当たっては、毎年度４月１日時点の就業規則等の規定

内容により評価すること。

現状及び問題点

是正改善・指摘事項

・評価点の算出に当たっては、実績を確実に確認してくださ
い。
・要件を満たしていない場合は、過去にさかのぼって、過誤
調整していただくこととなります（給付費関係につき以降同
じ）。

対
象
事
業

・就労継続支援Ａ型

法
的
根
拠

・指定サービス条例第185条の

3

・報酬告示

・厚生労働大臣が定める事項

及び評価方法（令和3年厚生

労働省告示88号）
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３ 主な指摘事項 ⑤ 給付費の算定（２）

× 就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅰ）を算定しているが、

当該サービス費の区分の決定に必要な前年度の平均工賃月

額を算出していない。

○ 就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅰ）は、事業所の利用定

員及び前年度の平均工賃月額に応じた区分単位数を算定す

ること。

現状及び問題点

是正改善・指摘事項

・就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅰ）又は（Ⅱ）を算定す
る場合は、前年度の平均工賃月額が正しいかどうか、確実
に確認してください。
・前年度の平均工賃月額は、県への報告や利用者への通知
が必要となるので、ご注意ください（P25参照）。
・当該サービス費（Ⅰ）又は（Ⅱ）の算定に当たっては、
工賃向上計画の作成が必要となります。

対
象
事
業

・就労継続支援Ｂ型

法
的
根
拠

・報酬告示

・就労系事業全般：就労移行

支援事業、就労継続支援（A

型、B型）における留意事項

について（平成19年4月2日障

障発第0402001号）
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３ 主な指摘事項 ⑤ 給付費の算定（３）

× モニタリングを実施した結果、サービス等利用計画（障

害児利用支援計画）の更新を行った場合の給付費の請求に

ついて、本来はサービス利用支援費のみを算定すべきとこ

ろ、継続サービス利用支援費とサービス利用支援費の両方

を算定している。

○ モニタリングを実施した結果、サービス等利用計画の更

新や変更を行った場合の給付費については、サービス利用

支援費のみを算定すること。

現状及び問題点

是正改善・指摘事項

・サービス等利用計画の変更・更新の直前に行うモニタリ
ングについては、変更・更新後の計画のアセスメントの一
部に相当するという考え方になります。
・請求に当たっては、全体の流れを把握した上で、実施日
等の実績確認を忘れないようにしてください。

対
象
事
業

・計画相談支援
・障害児相談支援

法
的
根
拠

・報酬告示
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３ 主な指摘事項 ⑤ 給付費の算定（４）

× 特定事業所加算を算定しているが、一部の要件を満たし

ていない。

※一部の要件：全ての居宅介護従業者への研修計画の作成や

健康診断の実施

○ 特定事業所加算を算定する場合は、告示及び通知に定め

る要件を確実に満たすこと。

現状及び問題点

是正改善・指摘事項

・一部の従業者に係る研修計画の作成や健康診断の実施が
漏れているケースが散見されます。
・申請時に満たしていても、年度が改まり要件を満たせて
いないケースも見られます。今一度要件を満たしているか
確認してください。

対
象
事
業

・訪問系サービス

法
的
根
拠

・報酬告示
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３ 主な指摘事項 ⑤ 給付費の算定（６）

× 利用予定日の３営業日以前に欠席の連絡があったものに

ついて、欠席時対応加算を算定している。

○ 欠席時対応加算の算定に当たっては、急病等によりその

利用を中止する日の前々日、前日又は当日（利用予定日前

２営業日以降）に中止の連絡があった際に、利用者の状況

の確認、相談援助を行い、当該内容を記録すること。

現状及び問題点

是正改善・指摘事項

・記録が保存されていない場合は、加算は算定できません。
・記録の内容も、要件を満たしたものとなっているかどうか、
確認してください。

対
象
事
業

・日中活動系サービス（療養
介護、短期入所、就労定着支
援を除く）
・障害児通所支援（居宅訪問
型児童発達支援、保育所等訪
問支援除く）

法
的
根
拠

・報酬告示
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３ 主な指摘事項 ⑤ 給付費の算定（７）

× 送迎加算（Ⅰ）を算定しているが、１回の送迎につき、

平均10人以上の利用者が利用していない期間があり、算定

要件を満たしていない。

○ 送迎加算（Ⅰ）は、１回の送迎につき、平均10人以上の

利用者が利用し、かつ、週３回以上の送迎を実施している

場合に算定できる加算であることから、いずれか一方でも

要件に適合しない場合は算定しないこと。

現状及び問題点

是正改善・指摘事項

・加算の実績管理は、毎月確実に行ってください。
・上記要件の両方を満たしていない場合でも、どちらか片方
を満たしている場合は、送迎加算（Ⅱ）の算定ができます。

対
象
事
業

・日中活動系サービス（療養
介護、就労定着支援を除く）
・障害児通所支援（居宅訪問
型児童発達支援、保育所等訪
問支援除く）

法
的
根
拠

・報酬告示
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３ 主な指摘事項 ⑤ 給付費の算定（８）

× サービス担当者会議実施加算を算定しているが、当該

サービス担当者会議の記録を作成していない。

○ サービス担当者会議実施加算の算定に当たっては、サー

ビス担当者会議の出席者や開催日時、検討した内容の要旨

及びそれを踏まえた対応方針に関する記録を作成すること。

現状及び問題点

是正改善・指摘事項

・記録は独自様式（又は既存の書類への追記）で構いませ
んが、必要な事項は網羅してください。
・当該加算の他、初回加算（重ねて算定する場合）、集中
支援加算、居宅介護事業所等連携加算、保育・教育等移行
支援加算、入院時情報連携加算、退院・退所加算、医療・
保育・教育連携加算、地域体制強化共同支援加算、サービ
ス提供時モニタリング加算の算定の際には、記録の作成が
必要となります。

対
象
事
業

・計画相談支援
・障害児相談支援

法
的
根
拠

・報酬告示
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３ 主な指摘事項 ⑤ 給付費の算定（８）

× 精神障害者支援体制加算を算定しているが、当該加算の

要件となる研修を受講した相談支援専門員が在籍していな

い期間がある。

○ 精神障害者支援体制加算の算定に当たっては、相談支援

専門員の地域生活支援事業として行われる研修（精神障害

者の障害特性及びこれに応じた支援技法等に関する研修に

限る。）又はそれに準ずる研修の課程を修了した旨の証明

書の交付を受けた者を配置すること。

現状及び問題点

是正改善・指摘事項

・研修修了者を配置している旨を公表する必要があります。
また、対象となる障害特性に対応できないことを理由とし
てサービス提供を拒むことができません。
・当該加算の他、行動障害支援体制加算、要医療児者支援
体制加算についても同様の考え方となります。

対
象
事
業

・計画相談支援
・障害児相談支援

法
的
根
拠

・報酬告示
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３ 主な指摘事項 ⑥ 給付費等の額に係る通知等

× 法定代理受領により市区町村から支給された給付費の額

を利用者に通知していない。

○ 法定代理受領により市区町村から給付費の支給を受けた

場合には、利用者等に対し、当該利用者に係る給付費の額

を通知すること。

現状及び問題点

是正改善・指摘事項

・介護保険サービスにはない制度ですので混同せず、特に訪
問系サービス事業所は漏れのないように注意してください。
・給付費の受領前に通知しているケースも見られますが、受
領後に通知してください。

対
象
事
業

・全事業

法
的
根
拠

・指定サービス条例第25条、

第59条

・指定施設条例第32条

・指定一般相談省令第18条

・指定計画相談省令第14条

・指定障害児相談省令第14条

・指定通所支援条例第27条
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３ 主な指摘事項 ⑦ 業務管理体制の届出

× 業務管理体制の整備に係る法令遵守責任者を変更したが、

変更届を提出していない。

○ 法令遵守責任者が変更になった場合には、速やかに業務

管理体制の変更について所管庁に届出を行うこと。

現状及び問題点

是正改善・指摘事項

・届出は、法律の条文ごとに行います。
（区分）・障害福祉サービス（障害者支援施設含む）

・相談支援（一般相談、計画相談）
・障害児相談支援
・障害児通所支援

・届出先は、上記法律の条文ごとに、事業者がどの地域で
事業所等の指定を受けているかによって変わります。
※例：障害福祉サービスの場合
・複数の都道府県 ⇒ 厚生労働省
・県内の複数市町村 ⇒ 青森県
・青森市内のみ ⇒ 青森市

対
象
事
業

・全事業

法
的
根
拠

・障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するため

の法律第51条の2、第51条の31

・児童福祉法第21条の5の26、

第24条の38
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３ 主な指摘事項 ⑧ 従業者の員数

× 当該事業所の事業及び同一法人の別事業所の事業の複数

の事業に従事する従業者（兼務が認められている従業者は

除く）について、それぞれの事業での勤務時間が管理され

ていない。

○ 指定事業ごとに必要な人員が確保されていることがわか

るよう、勤務実績を管理すること。

現状及び問題点

是正改善・指摘事項

・多機能型事業所においても、兼務が認められない職員に
ついては、事業ごとでの勤務実績の管理が必要となります。
※訪問系サービスにおいては、一体的に運営する訪問系
サービス内の利用者数の合計等に応じて配置できます。
※障害児通所支援においては、「合わせて定員○名」とし
ている場合は、その事業の利用者数の合計に応じて配置で
きます。

対
象
事
業

・全事業

法
的
根
拠

・指定サービス条例第7条、第

52条、第81条、第101条、第

115条、第144条、第155条、第

165条、第175条、第195条の3、

第195条の14、第197条、第202

条の4、第202条の14、第203条

・指定施設条例第6条～第11条

・指定一般相談省令第3条

・指定計画相談省令第3条

・指定障害児相談省令第3条

・指定通所支援条例第7条、第

8条、第69条、第80条、第92条、

第100条、第104条
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３ 主な指摘事項 ⑨ 賃金・工賃の支払い（１）

× 工賃の目標水準及び前年度利用者に対し支払われた工賃

の平均額について、利用者へ通知を行っていない。

△ 利用者に通知すべき工賃の目標水準が、前年度のものに

なっている。

○ 工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年

度利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知す

ること。

現状及び問題点

是正改善・指摘事項

・工賃の目標水準及び前年度の平均工賃については、毎年
度県へ報告していると思いますが、利用者にも通知してく
ださい。
・工賃の目標水準は、前年度ではなく、当該年度のものを
通知してください。

対
象
事
業

・就労継続支援Ｂ型

法
的
根
拠

・指定サービス条例第190条
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３ 主な指摘事項 ⑨ 賃金・工賃の支払い（２）

× 生産活動に係る事業の収支が明らかになっていないため、

利用者に支払う賃金・工賃が、当該事業の収入から当該事

業に必要な経費を控除した額に相当する金額となっている

かどうか明らかになっていない。

○ 生産活動に係る事業の収支（就労支援事業会計）を明ら

かにし、利用者に支払う賃金・工賃は、当該事業の収入か

ら当該事業に必要な経費を控除した額に相当する金額とな

るようにすること。

現状及び問題点

是正改善・指摘事項

・就労支援事業会計と給付費に係る会計は区分する必要があ
ります。
・就労支援事業会計については、別資料（資料４）において、
別途説明します。

対
象
事
業

・生活介護
・就労移行支援
・就労継続支援Ａ型
・就労継続支援Ｂ型

法
的
根
拠

・指定サービス条例第88条、

第181条、第190条

・指定施設条例第40条

・就労支援等の事業に関する

会計処理の取り扱いについて

（平成18年10月2日厚生労働

省社会・援護局長通知）
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３ 主な指摘事項 ⑩ 非常災害対策

× 避難訓練を実施していない。

△ 水害・土砂災害に対応した非常災害対策計画に基づいた

避難訓練を実施していない。

○ 非常災害対策計画に基づく避難訓練（水害・土砂災害も

含む）を実施すること。また、避難訓練を実施した場合に

は、当該計画の内容を検証し、計画の見直しを行うこと。

現状及び問題点

是正改善・指摘事項

・火災・地震を想定した避難訓練のみを行っている事業所等
が多いです。
・必要に応じて、利用者の参加や地域住民と共同で行うなど
工夫してください。

対
象
事
業

・日中活動系サービス
・居住系サービス
・障害児通所支援（居宅訪問
型児童発達支援、保育所等訪
問支援除く）

法
的
根
拠

・指定サービス条例第73条

・指定施設条例第8条

・指定通所支援条例第42条

・障害者支援施設等における

利用者の安全確保及び非常災

害時の体制整備の強化・徹底

について（平成28年9月9日障

障発0909第1号）
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４ その他 ① 他都市における行政処分事例（１）

○事業種別 就労継続支援Ｂ型

○処分事由

・人格尊重義務違反：工賃が支払われていなかった。

・人員基準違反：サービス管理責任者を適正に配置していなかった。

・運営基準違反：個別支援計画が未作成であった。

・設備基準違反：物件の所有者との契約は解除され、指定申請時に届け出があった

建物では、事業の運営はできなくなっていた。

・帳簿提出の拒否：県が命じた帳簿類の提出について、監査時点で当該事業者が契

約している利用者情報についてのみ提出されたが、それ以外の帳簿類については

提出されなかった。

・監査の妨害・忌避：調査のため当該事業者代表に対して、連日にわたって架電に

より連絡を試みたが、これに応じず、事業所の運営実態を不明な状態にし、監査

の妨害・忌避があった。

・指定時の虚偽申請：指定申請時に事業者から提出された建物賃貸借契約書が事実

と異なる虚偽であった。

事例１：Ａ県の事例 指定取消
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４ その他 ① 他都市における行政処分事例（２）

○事業種別 放課後等デイサービス

○処分事由

・不正の手段による指定：指定申請時に人員配置基準を満たすため、虚偽の児童指導

員の要件確認書類を提出して、不正に指定を受けた。

・不正請求：虚偽の児童指導員の要件確認書類を提出し、また勤務予定のない者を虚

偽の要件確認書類をもって児童指導員として届け出て、不正に障害児通所給付費

の請求を行った。

・虚偽の答弁：特別監査時や事情聴取時において、児童指導員の実務経験証明書の入

手経過について自法人で偽造したにもかかわらず、別法人が作成したものとして

事実と異なる答弁を行った。

事例２：Ｂ県の事例 指定取消
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４ その他 ② <参考>指定基準、報酬告示一覧

○指定基準（市条例又は厚生労働省令）

○報酬告示(厚生労働省告示)

事業種別 名称 ※「３」における略称

指定障害福祉
サービス事業者

【市条例】青森市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等
を定める条例

指定サービス条例

指定障害者支援施設 【市条例】青森市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める
条例

指定施設条例

指定一般相談
支援事業者

【厚生労働省令】障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基
づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準

指定一般相談省令

指定特定相談
支援事業者

【厚生労働省令】障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基
づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準

指定計画相談省令

指定障害児相談
支援事業者

【厚生労働省令】児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関
する基準

指定障害児相談省令

指定障害児通所
支援事業者

【市条例】青森市指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める
条例

指定通所支援条例

事業種別 名称

指定障害福祉サービス事業者
指定障害者支援施設

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び
基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準

指定一般相談支援事業者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費
用の額の算定に関する基準

指定特定相談支援事業者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費
用の額の算定に関する基準

指定障害児相談支援事業者 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準

指定障害児通所支援事業者 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準
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４ その他 ③ <参考>事業別実施事業所数等（青森市）

対象事業所

実施率 指摘率 返還率

居宅介護 88 23 26.1 11 47.8 3 27.3

重度訪問介護 88 23 26.1 11 47.8 3 27.3

行動援護 5 0 0.0 0 - 0 -

同行援護 10 4 40.0 2 50.0 0 0.0

療養介護 1 0 0.0 0 - 0 -

生活介護 38 19 50.0 4 21.1 3 75.0

短期入所 15 4 26.7 0 0.0 0 -

自立訓練（機能訓練） 3 0 0.0 0 - 0 -

自立訓練（生活訓練） 9 4 44.4 0 0.0 0 -

就労移行支援 6 1 16.7 0 0.0 0 -

就労継続支援（Ａ型） 20 9 45.0 5 55.6 2 40.0

就労継続支援（Ｂ型） 47 19 40.4 7 36.8 4 57.1

就労定着支援 3 1 33.3 0 0.0 0 -

施設入所支援 13 6 46.2 1 16.7 1 100.0

共同生活援助 31 7 22.6 1 14.3 0 0.0

宿泊型自立訓練 3 2 66.7 0 0.0 0 -

計画相談支援 35 20 57.1 9 45.0 3 33.3

地域移行支援 18 9 50.0 3 33.3 0 0.0

地域定着支援 18 9 50.0 3 33.3 0 0.0

障害児相談支援 19 13 68.4 7 53.8 1 14.3

児童発達支援 27 3 11.1 0 0.0 0 -

医療型児童発達支援 1 1 100.0 0 0.0 0 -

放課後等デイサービス 41 9 22.0 1 11.1 0 0.0

保育所等訪問支援 7 1 14.3 0 0.0 0 -

居宅訪問型児童発達支援 1 0 0.0 0 - 0 -

547 187 34.2 65 34.8 20 30.8

実施事業所 文書指導あり 報酬返還あり

計
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